
 
 

 

 

 

東京都北区住宅対策審議会 

第２小委員会 第１回 

オリエンテーション資料一式 

 

 
（内容） 

  ・区長諮問文 

・施策の体系図 

・「北区住宅マスタープラン2020」の課題一覧 

・小委員会の設置について   

・北区住宅マスタープランの改定と 

      北区住宅対策審議会、同小委員会の役割等について 

・今後のスケジュールについて 

     ・北区住宅対策審議運営要綱（審議会名簿） 
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注）「北区住宅マスタープラン2020」からの抜粋（p.22,23）
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令和６年10月25日
第2回　北区住宅対策審議会　決定





 

 

東京都北区住宅対策審議会小委員会運営要綱 

 

               平成３０年１１月１３日３０北ま住第２１０２号 
改正 令和 ６年 ９月 ５日 ６北ま住第１８９７号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、東京都北区住宅対策審議会運営要綱（平成８年３月７北環住第

８２０号。以下「審議会運営要綱」という。）第１２条第４項の規定に基づき、東

京都北区住宅対策審議会小委員会（以下「小委員会」という。）の組織及び運営に

ついて必要な事項を定めるものとする。 
 
（委員長） 

第２条 委員長は、小委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する

小委員会の委員がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第３条 小委員会は、委員長が招集する。 

２ 小委員会は、小委員会の委員（以下「委員」という。）の半数以上の出席がなけ

れば会議を開くことができない。 

３ 小委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委

員長の決するところによる。 

４ 小委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を小委員会に出席させて

意見を述べさせ、又は説明させることができる。 
 
（招集の通知） 
第４条 委員長は、前条第１項の規定に基づき小委員会を招集しようとするときは、

やむを得ない場合を除き、開会日の３日前までに、会議の日時、場所及び議題を示

して、委員に通知をしなければならない。 
２ 委員は、招集の通知を受けた場合において、出席できないときは、あらかじめ、

その旨を委員長に申し出なければならない。 
 
（議長） 
第５条 委員長は、会議の議長となる。 
 
（発言の制止等） 
第６条 委員長は、議事の整理上必要があると認めるときは、発言を制止し、又は議

事を中止することができる。 
 



 

 

（会議の公開） 
第７条 会議は、公開を原則とする。ただし小委員会の議決で非公開とすることがで

きる。 
２ 傍聴人の定員は、委員長が定める。 
３ 会議を傍聴しようとする者は、先着順に傍聴人名簿に所要事項を記入し、所定の

席において傍聴するものとする。 
 
（傍聴をすることができない者） 
第８条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。 
（１）凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している  
  者 
（２）酒気を帯びていると認められる者 
（３）その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者 
２ 委員長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第一号に規定

する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。 
３ 委員長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止

することができる。 
４ 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、委員長の許可を得た

場合は、この限りでない。 
 
（傍聴人の守るべき事項） 
第９条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければな

らない。 
（１）言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 
（２）談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。 
（３）飲食又は喫煙しないこと。 
（４）みだりに席を離れないこと。 
（５）不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。 
（６）その他会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。 
２ 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならない。

ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。 
３ 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。 
４ 傍聴人がこの要綱に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わな

いときは、これを退場させることができる。 
 
（議事録） 
第１０条 委員長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成保存するものとする。 
（１）会議の開催日時及び場所 
（２）出席した委員等の氏名 



 

 

（３）会議に付した議題 
（４）議事の概要 
（５）その他必要な事項 
２ 前項の規定により作成した議事録は公開とする。ただし、第７条第１項ただし書

の規定に基づいて会議を公開しなかった議事及び公開することにより公正かつ円滑

な議事運営が著しく損なわれると認められる部分は、この限りでない。 
 
（庶務） 

第１１条 小委員会の庶務は、まちづくり部住宅課において処理する。 

 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、小委員会の運営について必要な事項は、小

委員会が定める。 

 

   付 則（平成３０年１１月１３日区長決裁３０北ま住第２１０２号） 
この要綱は、平成３０年１１月１３日から施行する。 

付 則（令和６年９月５日区長決裁６北ま住第１８９７号） 
この要綱は、令和６年９月５日から施行する。 
 



北区住宅マスタープランの改定と
北区住宅対策審議会、同小委員会の役割等について

国：住生活基本計画（令和３年３月改定）

東京都：東京都住宅マスタープラン（令和４年３月改定）

北区：東京都北区住宅マスタープラン2020の改定着手
（改定作業：令和6～7年度） 計画期間：2026年度から10か年

区 長

第１小委員会
（人・コミュニティ）

第２小委員会
（住環境・住宅ストック）

（R6.4 諮問） （R7秋頃 答申（予定））

東京都北区住宅対策審議会 審議会の答申を
踏まえて、計画
を改定

第１小委員会第１回補足資料
第２小委員会第１回補足資料



住宅対策審議会における北区住宅マスタープランの改定検討スケジュール（R6.12.9更新版）
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◆ ◆◆

10/25

現行計画の評価
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重点調査研究項目の審議等

審議会・小委員会の調査・検討資料の提供等

グループインタビュー等
（対象：住宅確保要配慮
者等）
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・・・

・・・

・・・

・・・ ・・・・・・
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想定

・・・
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調整中











令和6年10月25日現在　

役職 氏名
※敬称略

所属団体（役職）

1 会長 髙
タカハシ

𣘺　雅夫
マサオ

日本大学法学部　特任教授

2 山本
ヤマモト

　美香
ミカ

東洋大学福祉社会デザイン学部社会福祉学科　教授

3 加藤
カトウ

　仁美
ヒトミ

東京都都市づくり公社理事

4 上田
ウエダ

　昌子
マサコ

一般公募

5 坂井
サカイダ

田　大洋
ヒロウミ

一般公募

6 下山
シモヤマ

　豊
ユタカ

北区町会自治会連合会　会長

7 成川
ナリカワ

　友
トモ

英
ヒデ

北区商店街連合会　会長

8 丸山
マルヤマ

　宏
コウ

司
ジ

東京都住宅政策本部　住宅政策担当部長

9 柏木
カシワギ

　英樹
ヒデキ

一般社団法人東京都マンション管理士会城北支部　副支部長

10 助川
スケガワ

　護
マモル

独立行政法人都市再生機構　東京北エリア経営部　次長

11 中村
ナカムラ

　恵子
ケイコ

社会福祉法人北区社会福祉協議会　理事

12 松下
マツシタ

　福利
フクトシ

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第九ブロック　ブロック長・北区支部長

13 山下
ヤマシタ

　大
ダイ

七
シチ

郎
ロウ

公益社団法人全日本不動産協会東京都本部城北支部　支部長

14 宮島
ミヤジマ

　修
オサム

北区議会議員（健康福祉委員会　委員長）

15 野々山
ノノヤマ

　研
ケン

北区議会議員（健康福祉委員会　副委員長）

16 小田切
オダギリ

　かずのぶ 北区議会議員（建設委員会　委員長）

17 本田
ホンダ

　正則
マサノリ

北区議会議員（建設委員会　副委員長）

18 藤野
フジノ

　浩
ヒロシ

史 北区政策経営部長

19 村野
ムラノ

　重成
シゲナリ

北区福祉部長

20 筒井
ツツイ

　久子
ヒサコ

北区子ども未来部長

副会長

委員

東京都北区住宅対策審議会委員名簿


